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学習指導要領改訂議論の視座
－前指導要領改訂に関わった文科省行政官の経験を踏まえて－

石田有記先生（日本体育大学児童スポーツ教育学部 教授）



（ご紹介）

石田有記
いしだ ゆうき

日本体育大学・児童スポーツ教育学部・教授

平成１１年文部省（現・文部科学省）入省。
教育課程、教員研修、教育財政等の職務を担当後、行
政官国内研究員として千葉大学大学院教育学研究科を
修了。市川市教委教育次長、文部科学省教育課程課学
校教育官、カリキュラム・マネジメント調査官、教育
課程企画室長としての勤務を経て昨年４月より現職。

平成２９，３０年の小学校、中学校及び高等学校の学
習指導要領の改訂のとりまとめ、並びに同解説総則編
の編集を担当。





それではご覧ください



次世代の教育を考える
－個性を生かし多様な人々との協働を促す教育

の充実に向けて－

日本体育大学 児童スポーツ教育学部 石田 有記

溝上慎一の教育論

令和７年３月５日
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※ 令和７年2月1５日

第２８回教育セミナー（総合初等教育研究所）の基調提案と同じ内容



次世代の教育を考える上で、、、

改めて、

教育の目的、学校の役割を確認しておきたい。
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教育基本法

（教育の目的）

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び

社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民

の育成を期して行われなければならない。

（義務教育）第五条

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を

 伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、

 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う

 ことを目的として行われるものとする。
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教育基本法

（義務教育）第五条

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を

 伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、

 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う

 ことを目的として行われるものとする。
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学校教育法 第二十一条

義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（略）に規定する目的
を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

（目標は、１号から１０号まで規定）

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を

通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。



学校教育法 第二十一条

義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（略）に規定

する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を

通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
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◇学校教育法施行規則 第五十条
小学校の教育課程は、国語、社会、、、体育、、によつて編成する、

◇小学校学習指導要領（平成２９年告示）第２章 第９節 体育
第１ 目標

 体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向けた
 学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を
保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。



（学校教育）

    第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、

国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置す

ることができる。

    2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育

を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行

われなければならない。

第２項は一般に「学校の役割」と言われる。
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第６条に学校の役割を規定した趣旨

  学校は、人的、物的条件を備えて、一定の
カリキュラムに基づいて、児童生徒等の心
身の発達段階に応じた組織的かつ体系的な
教育を行う場でありまして、教育の目的を
実現する上で中心的な役割を果たすことが
期待されている訳であります。

（小坂文部科学大臣）

［平成１８年５月３１日 衆・教育特委

  糸川正晃氏（国民）］
出典：逐条解説 改正教育基本法

第一法規（2007(平成19)年)p101
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「学校は、人的、物的条件を備えて、一定のカリキュラムに基づいて、

児童生徒等の心身の発達段階に応じた組織的かつ体系的な教育を行う場」

第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割

  ４ 各学校においては、児童や学校、地域の実態を適切に把握し、

➀ 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的

な視点で組み立てていくこと、

➁ 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、

➂ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するととも

にその改善を図っていくこと

などを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動

の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」と

いう。）に努めるものとする。 8



「次世代の教育を考える」上で、考えたいこと。

次世代の「社会像」を見据え、

そのために必要な「次世代の教育」を構想し、

その実現を図るために必要な「学校像」を考える。

≒「次世代の学校」のカリキュラム・マネジメントを考える

→ この視点で、政策文書を読むのも一考
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今後の教育課程、学習指導及び

学習評価等の在り方に関する有識
者検討会論点整理(2024.9.18)

初等中等教育における教育課程の
基準等の在り方について
(2024.12.25)
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今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する
有識者検討会論点整理(2024.9.18)

次世代の「社会像」

次世代の「教育」

実現を図る「学校像」
（カリキュラム・マネジメント）

（人的・物的体制）

（教育課程）
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今後の教育課程、学習指導及び学習

評価等の在り方に関する有識者検討会
論点整理(2024.9.18)

初等中等教育における教育課程の基準等の在り
方について(2024.12.25)

これを支える「学習指導要領」とは？

これを支える「人的・物的体制」とは？
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教育課程企画特別部会における議論が進む



個性を生かし多様な人々との協働を促す教育

前 文（新設）

第１章 総則

第２章 各教科

第３章 特別の教科 道徳

第４章 外国語活動

第５章 総合的な学習の時間

第６章 特別活動

学習指導要領改訂の理念を明確
にし、社会で広く共有されるよ
う前文を設けた

これからの学校には，……一人一人の児童が，自分のよさや可能性を認識するとともに，あらゆる他

者を価値のある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊かな人生
を切り拓き，持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。

第１章 総則 第１の２

（１） 基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な

思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生か

し多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。
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→ 次世代の学校教育にも「様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓
き、 持続可能な社会の創り手となることができるようにすること」が求められる。

→ そのために「個性を生かし多様な人々との協働を促す教育」の実現が重要。

有識者検討会 論点整理(2024.9.18)に示された社会像 （石田の整理）

〇人口減少・少子高齢化や地球環境の有限性を踏まえた持続可能な社会づくり

〇公正な社会における多様な子供たち一人一人の豊かで幸福な人生の実現

〇グローバルな協働

〇生成AIの加速度的発展など変化の加速化・非連続化

〇前回改訂時に未来として描いた社会像が想像以上の速さで現実化

15



基調講演では

「個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に向けた論点」
を提示

３つの「視点」から論点を整理。

（１）教育課程のマネジメントの視点から

（２）人的・物的体制のマネジメントの視点から

（３）歴史的な視点からー「これまで」と「これから」
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（１）教育課程のマネジメントの視点から

学校の教育活動は、

・自ら設定した目標の実現に向け、

・内容を組織し、その下で、

・教材・教具、指導方法、

・評価（学習評価、授業評価、教育課程評価、学校評価）

等を工夫する一連のサイクルを経て展開される。

（論点）

①学習指導要領に示す目標や内容の在り方

②指導方法や学習評価の在り方

③教科書・教材の在り方

④教育課程の柔軟性や包摂性の確保の在り方

デジタル学習基盤
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（論点）

➀学習指導要領に示す目標や内容の在り方

〇 各教科等の目標や内容は、中核的な概念や方略を中心に分かり

やすく構造化。(学習の基盤、現代的な諸課題を見据える)

〇 「学びに向かう力、人間性等」は多義的な解釈がなされており

更に整理

〇 教科の系統性や単元の「本質的な問い」などをイメージしやす

く日々の授業づくり、教師の力量形成に直結する理解しやすいも

のとする
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（論点）

②指導方法や学習評価の在り方

〇 「主体的・対話的で深い学び」の基本的な考え方は維持

〇 学習指導要領の趣旨の実現に向けた教育課程の編成や授業改善

における指導観や教材観等は明確にしつつも、個々の指導方法に

関する制約や留意点を増やすことは避け、教師に様々な裁量が生

まれるよう示し方を工夫

〇 教師の力量形成や授業改善に効果的で、子供の学習改善に資す

るよう、学習評価の観点や頻度の在り方を検討すべき（特に「主

体的に学習に取り組む態度」の観点）
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（論点）

③教科書・教材の在り方

〇 一人一台端末の整備で子供たちが多様な学習材に自らアクセスで

きるようになった状況変化も踏まえ、新しい学びにふさわしい教科

書に掲載する内容や分量について検討すべき。

〇 多様な学びの充実を図るための補助教材の充実も重要

④教育課程の柔軟性や包摂性の確保の在り方

〇 学校が教育課程を編成する際の柔軟性と、子供一人一人に応じ

教育課程を実施（石田注：個に応じた指導）する際の柔軟性の

両面から具体的な方策を検討

〇 教育課程特例や授業時数の特例や裁量幅の拡大、柔軟性の在り方

の検討
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（２）人的・物的体制のマネジメントの視点から

学校が豊かな教育課程を展開するためには、それを支える条件整備
が必要不可欠である。（カリキュラム・マネジメントの３つ目の側面
（人的・物的体制））

（論点）

①学校への過度の負担を防ぐ方策の検討

②カリキュラム・マネジメントの充実方策の検討

➂教育委員会による学校支援と環境整備
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（論点）

①学校への過度の負担を防ぐ方策の検討

〇 学校における働き方改革の推進、指導・運営体制の充実、

処遇改善

〇 教育課程づくり、授業づくりの円滑化を図る学習指導要領、

解説、指導資料の在り方（学習指導要領で拡大する裁量を存分に

生かす柔軟な仕掛けや工夫※例「本質的な問い」はどこに書く？）

〇 入試の改善や学力観の社会的合意

〇 学習指導要領の改訂プロセスの共有や参画の場、改訂後の趣旨

の普及（「社会に開く」ためには、学校の実践との対話も重要）
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（論点）

②カリキュラム・マネジメントの充実方策の検討

〇 教育課程の柔軟性を支える、創発性ある柔軟な組織文化の醸成

令和６年度全国学力・学習状況調査
出典 国立教育政策研究所 https://www.nier.go.jp/24chousakekkahoukoku/report/data/24summary.pdf（2024.11.15 最終閲覧）

「カリキュラム・マネジメント」と「学校運営」との関係
〇学校づくりに組織的・柔軟に取り組んでいる学校ほど、カリキュラム・マネジメントの取組を行っている傾向がみられる。

「各児童生徒の様子を担任や副担任だけでなく、可能な限り多くの教職員で見取り、情報交換をしていますか」
「今までの取組をそのまま踏襲するのではなく、新しい取組を導入したり、提案をしたりしてくる教職員が多いと思いますか」

→ こうした組織文化を醸成するためには
教員間の協働に関わる
➀ 管理職のリーダーシップの発揮や
➁ 学校運営上の「余白」を生み出す
条件整備
も併せて重要。 23
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（論点）

➂教育課程行政による学校支援と環境整備

〇 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた、学校・地域連携

を促進する土壌づくり（コミュニティ・スクールなど）

〇 学校が諸条件を効果的に活用することができるよう指導主事の

学校のカリキュラム・マネジメント支援に関わる力量形成。
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（３）歴史的な視点から－「これまで」と「これから」

時間軸の視点も重要。「これまで」という視点で従前の財産を引き
継ぐこと、「これから」という視点で新しいものを取りいれていくこ
と、この両者のバランスをどう図るかが問われる。

〇 令和答申が打ち出した「個別最適な学び」の「指導の個別化」、「学

習の個性化」は昭和５０年代に盛んに議論され、文部省で指導資料を出

している。（単元内自由進度学習も収録されている）

〇 その後、平成元年学習指導要領総則に「個性を生かす教育」が、平成

１０年改訂では「個に応じた指導」が盛り込まれ、現行学習指導要領の

「個性を生かし多様な他者と協働する教育」につながっている。

〇 このため、この間、教科教育研究にも、教育心理学研究にも「個性を

生かす教育」に関わる多くの知見が、これまでも積み重ねられている。
（特別支援教育、生徒指導も然り）
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（３）歴史的な視点から－「これまで」と「これから」

時間軸の視点も重要。「これまで」という視点で従前の財産を引き
継ぐこと、「これから」という視点で新しいものを取りいれていくこ
と、この両者のバランスをどう図るかが問われる。

（論点）

① 「これまで」の視点を生かし、現在ある優れた現場の実践知や大

学での研究知を如何に収集・整理することができるか。

➁ 「これから」の視点で、異なる知見を組み合わせ、新しい知見を

生み出すための「場」や「機会」を中央教育審議会の中で如何に設

定するか。
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